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岐阜県育休任期付職員採用候補者登録試験の実施について 
 

 

 県では、県庁及び県の現地機関において、育児休業を取得する職員の代替職員として勤務 

する職員（以下｢育休任期付職員｣という。）の採用候補者登録試験を下記のとおり実施します。 

 試験合格者の中から、下記３の育休任期付職員を採用します。なお、採用されなかった  

合格者も、育休任期付職員の候補者として３年間候補者名簿に登録され、育児休業を取得 

する職員があった場合に順次採用します。 

 

※受験資格、試験の方法、申込方法等、詳細については、「令和６年度 岐阜県育休任期

付職員 採用候補者登録試験案内」を参照してください。 

 

記 
 

１ 受付期間  

令和６年５月２７日（月）から６月１９日（水）まで（土曜日及び日曜日を除く） 

 

２ 試験日及び会場 

令和６年７月１３日（土） ＯＫＢふれあい会館 

 

３ 登録区分・登録予定人数 

○若干人 

 [行 政 職] 化学、福祉、心理、農学、森林科学 

[資格免許職] 司書、管理栄養士、保健師、作業療法士、看護師、保育士、 

薬剤師、獣医師 

 

○２０人程度 

 [行 政 職] 事務 

令和６年５月２４日（金） 岐阜県発表資料 

担 当 課 担 当 係 担 当 者 電話番号 

人 事 課 人 事 係 佐々木 丈治 

内線  2247 

直通 058-272-1135 

FAX 058-278-2533 


